
後期高齢者医療制度に加入されて

いるみなさまへ

このお知らせは、後期高齢者医療制度の全ての被保険

者の方にお送りしています。（※令和7年4月末時点の情報 ・

でお送りしています。）

全ての被保険者の方に令和7年8月から使用できる資格確認書を

7月中にお送りします。

資格確認書を提示することで、 これまでと変わらず医療を受けられ

ますので、 ご安心ください。

同封したリ ー フレットは、 国が作成したもので、 既にマイナ保険証

をご利用いただいている方にもお送りしています。

リ ー フレットについてのお問い合わせ先

・マイナンバー総合フリ ーダイヤル

0120-95-0178 

・東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンタ ー

0570-086-519
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